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　　　　　   燃えるごみ
粗大ごみ

破砕不適物

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

布類／新聞・チラシ

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

金属類

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

有害ごみ

燃えるごみ  　　　　　　

ダンボール
紙パック

その他紙類

ダンボール
紙パック

その他紙類

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

ガラス類

缶類

缶類

ごみ分け早見表は
こちらから

4月

令和
８年 水 木 金 土日 月 火

　　 　

  昭和の日

 1  2  3  4

 5  6  7  8  9  10  11

 12  13  14  15  16  17  18

 19  20  21  22  23  24  25

 26  27  28  29  30

粗
大
ご
み
の
集
積
場
所
は
通
常
の
ご
み
集
積
場
所
と
異
な
り
ま
す
。

場
所
に
つ
い
て
は
、各
行
政
区
の
区
長
ま
た
は
行
政
協
力
員
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ごみ・資源収集カレンダーごみ・資源収集カレンダーごみ・資源収集カレンダー令和
８年度
令和
８年度 ●1袋の重さは、10kg以下にしてください。（1世帯につき1回4袋までとしてください。）

●事業活動（会社、飲食店、小売店、寺社など）から出るごみは収集しません。

● 行政区・氏名ず記入 し、
　収集日の午前８時までに出してください。
● 行政区・氏名を記入 し、
　収集日の午前８時までに出してください。



燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

布類／新聞・チラシ

金属類

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

燃えるごみ  　　　　　　

ダンボール
紙パック

その他紙類

ダンボール
紙パック

その他紙類

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

ガラス類

缶類

缶類

ごみ分け早見表は
こちらから5月

●
５
月
は

　　　　　　　　　　　　　

の
納
期
で
す
。忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

軽
自
動
車
税

固
定
資
産
税

月 火 水 木 金 土日

　　 　

  憲法記念日

　　 　

  みどりの日

　　 　

  こどもの日

　　 　

  振替休日

 

 1  2

 3  4  5  6  7  8  9

 10  11  12  13  14  15  16

 17  18  19  20  21  22  23

 24  25  26  27  28  29  30

 31

●（特別収集）…市の収集のみ。クリーンパークファイブへの持ち込みはできません。

同じ日に収集するものでも、ごみ分別表に従って種類ごとに指定袋で出してください。注意
「電池」「蛍光管・体温計」は、さらに水銀使用（袋に「水銀」と明記）と水銀未使用に分けて出してください。

「混ぜればごみ　分ければ資源」
正しい分別にご協力ください。

中のごみが出ないように袋の口を結んでください。



　　　　　   燃えるごみ
粗大ごみ

破砕不適物

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

布類／新聞・チラシ

金属類

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

有害ごみ

燃えるごみ  　　　　　　

ダンボール
紙パック

その他紙類

ダンボール
紙パック

その他紙類

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

缶類

ガラス類

缶類

ごみ分け早見表は
こちらから

水 木 金 土日 月 火6月

●
６
月
は 

住
民
税 

の
納
期
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

 1  2  3  4  5  6

 7  8  9  10  11  12  13

 14  15  16  17  18  19  20

 21  22  23  24  25  26  27

 28  29  30
大雨などの気象状況次第で、ごみの
収集を中止にする場合があります。

粗
大
ご
み
の
集
積
場
所
は
通
常
の
ご
み
集
積
場
所
と
異
な
り
ま
す
。

場
所
に
つ
い
て
は
、各
行
政
区
の
区
長
ま
た
は
行
政
協
力
員
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ごみ・資源収集カレンダーごみ・資源収集カレンダーごみ・資源収集カレンダー令和
８年度
令和
８年度 ●1袋の重さは、10kg以下にしてください。（1世帯につき1回4袋までとしてください。）

●事業活動（会社、飲食店、小売店、寺社など）から出るごみは収集しません。

● 行政区・氏名ず記入 し、
　収集日の午前８時までに出してください。
● 行政区・氏名を記入 し、
　収集日の午前８時までに出してください。



燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ（特別収集）

燃えるごみ

布類／新聞・チラシ

金属類

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

燃えるごみ  　　　　　　

ダンボール
紙パック

その他紙類

ダンボール
紙パック

その他紙類

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

缶類

ガラス類

缶類

缶類

ごみ分け早見表は
こちらから

7月
月 火 水 木 金 土日

　　 　

  海の日

　　 　

  海の日

●
７
月
は 

国
民
健
康
保
険
税 

の
納
期
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

 1  2  3  4

 5  6  7  8  9  10  11

 12  13  14  15  16  17  18

 19  20  21  22  23  24  25

 26  27  28  29  30  31

●（特別収集）…市の収集のみ。クリーンパークファイブへの持ち込みはできません。

同じ日に収集するものでも、ごみ分別表に従って種類ごとに指定袋で出してください。注意
「電池」「蛍光管・体温計」は、さらに水銀使用（袋に「水銀」と明記）と水銀未使用に分けて出してください。

「混ぜればごみ　分ければ資源」
正しい分別にご協力ください。

中のごみが出ないように袋の口を結んでください。



　　　　　   燃えるごみ
粗大ごみ

破砕不適物

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

ごみ分け早見表は
こちらから

布類／新聞・チラシ

金属類

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

有害ごみ

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

燃えるごみ  　　　　　　

ダンボール
紙パック

その他紙類

ダンボール
紙パック

その他紙類

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

ガラス類

缶類

缶類

8月
月 火 水 木 金 土日 ●

８
月
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
納
期
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

国
民
健
康
保
険
税

住

　
　
　
民

　
　
　
税

台風の予想進路次第で、ごみの収集を
中止にする場合があります。

台

  1

 2  3  4  5  6  7  8

 9  10  11  12  13  14  15

 16  17  18  19  20  21  22

 23  24  25  26  27  28  29

 30  31

　　 　

  山の日

粗
大
ご
み
の
集
積
場
所
は
通
常
の
ご
み
集
積
場
所
と
異
な
り
ま
す
。

場
所
に
つ
い
て
は
、各
行
政
区
の
区
長
ま
た
は
行
政
協
力
員
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ごみ・資源収集カレンダーごみ・資源収集カレンダーごみ・資源収集カレンダー令和
８年度
令和
８年度 ●1袋の重さは、10kg以下にしてください。（1世帯につき1回4袋までとしてください。）

●事業活動（会社、飲食店、小売店、寺社など）から出るごみは収集しません。

● 行政区・氏名ず記入 し、
　収集日の午前８時までに出してください。
● 行政区・氏名を記入 し、
　収集日の午前８時までに出してください。



燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ（特別収集）

燃えるごみ

布類／新聞・チラシ

金属類

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

燃えるごみ  　　　　　　

ダンボール
紙パック

その他紙類

ダンボール
紙パック

その他紙類

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

ガラス類

缶類

缶類

ごみ分け早見表は
こちらから

9月
月 火 水 木 金 土日

　　 　

  敬老の日

　　 　

  敬老の日

　　 　

  国民の休日

　　 　

  国民の休日

　　 　

  秋分の日

　　 　

  秋分の日

●
９
月
は

　　　　　　　　　　　　　　　　

の
納
期
で
す
。忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

国
民
健
康
保
険
税

固

定

資

産

税

台風の予想進路
次第で、ごみの
収集を中止にする
場合があります。

台

 1  2  3  4  5

 6  7  8  9  10  11  12

 13  14  15  16  17  18  19

 20  21  22  23  24  25  26

 27  28  29  30

●（特別収集）…市の収集のみ。クリーンパークファイブへの持ち込みはできません。

同じ日に収集するものでも、ごみ分別表に従って種類ごとに指定袋で出してください。注意
「電池」「蛍光管・体温計」は、さらに水銀使用（袋に「水銀」と明記）と水銀未使用に分けて出してください。

「混ぜればごみ　分ければ資源」
正しい分別にご協力ください。

中のごみが出ないように袋の口を結んでください。



　　　　　   燃えるごみ
粗大ごみ

破砕不適物

燃えるごみ（特別収集）

燃えるごみ

燃えるごみ

布類／新聞・チラシ

金属類

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

有害ごみ

燃えるごみ  　　　　　　

ダンボール
紙パック

その他紙類

ダンボール
紙パック

その他紙類

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

ガラス類

缶類

缶類

ごみ分け早見表は
こちらから

水 木 金 土日 月 火10月

●
10
月
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
納
期
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

国
民
健
康
保
険
税

住

　
　
　
民

　
　
　
税

台風の予想進路次第で、
ごみの収集を中止にする
場合があります。

台

 1  2  3

 4  5  6  7  8  9  10

 11  12  13  14  15  16  17

 18  19  20  21  22  23  24

 25  26  27  28  29  30  31

　　 　

  スポーツ
  の日

粗
大
ご
み
の
集
積
場
所
は
通
常
の
ご
み
集
積
場
所
と
異
な
り
ま
す
。

場
所
に
つ
い
て
は
、各
行
政
区
の
区
長
ま
た
は
行
政
協
力
員
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ごみ・資源収集カレンダーごみ・資源収集カレンダーごみ・資源収集カレンダー令和
８年度
令和
８年度 ●1袋の重さは、10kg以下にしてください。（1世帯につき1回4袋までとしてください。）

●事業活動（会社、飲食店、小売店、寺社など）から出るごみは収集しません。

● 行政区・氏名ず記入 し、
　収集日の午前８時までに出してください。
● 行政区・氏名を記入 し、
　収集日の午前８時までに出してください。



燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ（特別収集）

燃えるごみ

布類／新聞・チラシ 金属類

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

燃えるごみ  　　　　　　

ダンボール
紙パック

その他紙類

ダンボール
紙パック

その他紙類

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

缶類

ガラス類

缶類

ごみ分け早見表は
こちらから

11月
月 火 水 木 金 土日

　　 　

  勤労感謝の日

　　 　

  勤労感謝の日

　　 　

  文化の日

　　 　

  文化の日

●
11
月
は 

国
民
健
康
保
険
税 

の
納
期
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

台風の予想進路次第で、
ごみの収集を中止にする
場合があります。

台

 1  2  3  4  5  6  7

 8  9  10  11  12  13  14

 15  16  17  18  19  20  21

 22  23  24  25  26  27  28

 29  30  

●（特別収集）…市の収集のみ。クリーンパークファイブへの持ち込みはできません。

同じ日に収集するものでも、ごみ分別表に従って種類ごとに指定袋で出してください。注意
「電池」「蛍光管・体温計」は、さらに水銀使用（袋に「水銀」と明記）と水銀未使用に分けて出してください。

「混ぜればごみ　分ければ資源」
正しい分別にご協力ください。

中のごみが出ないように袋の口を結んでください。



　　　　　   燃えるごみ
粗大ごみ

破砕不適物

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

布類／新聞・チラシ 金属類

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

有害ごみ

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

燃えるごみ  　　　　　　

ダンボール
紙パック

その他紙類

ダンボール
紙パック

その他紙類

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

缶類

ガラス類

缶類

ごみ分け早見表は
こちらから

水 木 金 土日 月 火12月

●
12
月
は

　　　　　　　　　　　　　　　　

の
納
期
で
す
。忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

国
民
健
康
保
険
税

固

定

資

産

税

年末の直接搬入は大変混み
合いますので、できるだけ
計画的に収集場所に出して
ください。

 1  2  3  4  5

 6  7  8  9  10  11  12

 13  14  15  16  17  18  19

 20  21  22  23  24  25  26

 27  28  29  30  31

粗
大
ご
み
の
集
積
場
所
は
通
常
の
ご
み
集
積
場
所
と
異
な
り
ま
す
。

場
所
に
つ
い
て
は
、各
行
政
区
の
区
長
ま
た
は
行
政
協
力
員
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ごみ・資源収集カレンダーごみ・資源収集カレンダーごみ・資源収集カレンダー令和
８年度
令和
８年度 ●1袋の重さは、10kg以下にしてください。（1世帯につき1回4袋までとしてください。）

●事業活動（会社、飲食店、小売店、寺社など）から出るごみは収集しません。

● 行政区・氏名ず記入 し、
　収集日の午前８時までに出してください。
● 行政区・氏名を記入 し、
　収集日の午前８時までに出してください。



燃えるごみ

燃えるごみ（特別収集）

燃えるごみ

燃えるごみ

布類／新聞・チラシ 金属類

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

燃えるごみ  　　　　　　

ダンボール
紙パック

その他紙類

ダンボール
紙パック

その他紙類

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

缶類

ガラス類

缶類

ごみ分け早見表は
こちらから

令和
９年

1月

●
１
月
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
納
期
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

国
民
健
康
保
険
税

住

　
　
　
民

　
　
　
税

月 火 水 木 金 土日

　　 　

  成人の日

　　 　

  元日

 

 1  2

 3  4  5  6  7  8  9

 10  11  12  13  14  15  16

 17  18  19  20  21  22  23

 24  25  26  27  28  29  30

 31

●（特別収集）…市の収集のみ。クリーンパークファイブへの持ち込みはできません。
　　　　　　　　　※ただし、年末年始の持ち込みについては12月の広報たまなでお知らせします。

同じ日に収集するものでも、ごみ分別表に従って種類ごとに指定袋で出してください。注意
「電池」「蛍光管・体温計」は、さらに水銀使用（袋に「水銀」と明記）と水銀未使用に分けて出してください。

「混ぜればごみ　分ければ資源」
正しい分別にご協力ください。

中のごみが出ないように袋の口を結んでください。



　　　　　   燃えるごみ
粗大ごみ

破砕不適物

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

布類／新聞・チラシ 金属類

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

有害ごみ

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

燃えるごみ  　　　　　　

ダンボール
紙パック

その他紙類

ダンボール
紙パック

その他紙類

燃えるごみ（特別収集）

燃えるごみ

燃えるごみ

缶類

ガラス類

缶類

ごみ分け早見表は
こちらから

2月

令和
９年 水 木 金 土日 月 火

　　 　

  天皇誕生日

　　 　

  建国記念
  の日

●
２
月
は

　　　　　　　　　　　　　　　　

の
納
期
で
す
。忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

国
民
健
康
保
険
税

固

定

資

産

税

1  2  3  4  5  6

 7  8  9  10  11  12  13

 14  15  16  17  18  19  20

 21  22  23  24  25  26  27

 28  

粗
大
ご
み
の
集
積
場
所
は
通
常
の
ご
み
集
積
場
所
と
異
な
り
ま
す
。

場
所
に
つ
い
て
は
、各
行
政
区
の
区
長
ま
た
は
行
政
協
力
員
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ごみ・資源収集カレンダーごみ・資源収集カレンダーごみ・資源収集カレンダー令和
８年度
令和
８年度 ●1袋の重さは、10kg以下にしてください。（1世帯につき1回4袋までとしてください。）

●事業活動（会社、飲食店、小売店、寺社など）から出るごみは収集しません。

● 行政区・氏名ず記入 し、
　収集日の午前８時までに出してください。
● 行政区・氏名を記入 し、
　収集日の午前８時までに出してください。



燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ（特別収集）

燃えるごみ

布類／新聞・チラシ 金属類

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

びん類／ペットボトル

ふた・ラベル
とる

燃えるごみ  　　　　　　

ダンボール
紙パック

その他紙類

ダンボール
紙パック

その他紙類

燃えるごみ

燃えるごみ

燃えるごみ

缶類

ガラス類

缶類

ごみ分け早見表は
こちらから

令和
９年

3月

水 木 金 土日 月 火
 1  2  3  4  5  6

 7  8  9  10  11  12  13

 14  15  16  17  18  19  20

 21  22  23  24  25  26  27

 28  29  30  31

　　 　

  春分の日

　　 　

  振替休日

●（特別収集）…市の収集のみ。クリーンパークファイブへの持ち込みはできません。

同じ日に収集するものでも、ごみ分別表に従って種類ごとに指定袋で出してください。注意
「電池」「蛍光管・体温計」は、さらに水銀使用（袋に「水銀」と明記）と水銀未使用に分けて出してください。

「混ぜればごみ　分ければ資源」
正しい分別にご協力ください。

中のごみが出ないように袋の口を結んでください。



  玉名市
指定ごみ袋

行政区 氏　名

・ 新聞・布類・その他紙類・ダンボール・紙パック・ペットボトルなど「資源物」にまわせるものは、「資源物」として出してください。
・ 個人情報に関わる書類などご心配の方は、シュレッダーにかけるか切断して出してください。

●紙おむつ
　※汚物は取り除いてください。

●木くず
　剪定くず
　※袋に入る大きさに切断して
　　出してください。
　落ち葉、板切れ
●革製品
　かばん、くつ、ベルト
　※金属の部品がついている場合
　　は金属類に出してください。
　野球のグローブ
●ホース、ロープ、ひも
　※1m以内に切って出して 
　　ください。

●ゴム
　長靴、ゴム手袋

●生ごみ
　料理くず、貝殻など
　※水切りを十分してください。
　食用油
　※固め剤により固めるか、ボロ布などに
　　しみ込ませてください。

●紙くず・紙類
　臭気古紙（石けん・洗剤・線香の箱など）、
　カーボン紙、写真、感熱紙、加工された紙、
　ティッシュ、内側がアルミ箔の紙パックなど
　※資源物（ダンボール、紙パック、その他紙類）で
　　出せないもの。

●プラスチック
　シャンプーや洗剤容器、発泡スチロール、
　洗面器、ポリバケツ、マヨネーズなどの
　チューブ容器、マジック、口紅、
　CD、プラスチックのふた

●布きれ
　汚れた衣類、はぎれ、断裁くず、
　運動靴、子供用ふとんなど
　※子供用ふとんなどは、座ぶとん大に
　　切って出してください。

●その他
　保冷剤、アルミ箔、使い捨てカイロ、
　乾燥剤、在宅医療廃棄物（針以外）

玉名市指定袋

粗大ごみシール

お近くの小売店、スーパー、ホームセン
ター等で販売しています。粗大ごみ
シールは、レジや店員の方におたずね
ください。

１枚：５００円

大（平   袋）：２５円（１０袋入２５０円）

大（レジ袋）：２５円（１０袋入２５０円）

      小  ：１５円（１０袋入１５０円）

         特小：１０円（１０袋入１００円）

ごみ分別表ごみ分別表
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ごみ෼ผද ೩͑Δごみ・ૈ େごみ
ۚଐ ・ྨΨϥε ・ྨഁ ෆద෺ࡅ



ふた・ラベル
とる
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ごみ෼ผදごみ෼ผද



˔౵ిסܕ஑

ύοΫࢴ

ɺອըຊɺΧλϩάɹࢽץɾिࢽࡶ˔

˔แ૷ࢴɺϋΨΩɺ෧౵

˔՛ࢠശ

ͦͷଞྨࢴ

μϯϘʔル

ञύοΫͳͲ಺ଆ͕Ξϧϛഩ΍Ϗχʔϧඃບͷ
΋ͷ͸ɺʮ೩͑Δ͝Έʯʹ ग़͍ͯͩ͘͠͞ɻ

஫ҙ

஫ҙ

౮ޫܬ˔
˔ମԹܭ
ٿి˔

ӷ࿙Ε͠ͳ͍Α͏ʹࢦఆ͝Έା΁
ೖΕ͍ͯͩ͘͞ɻ

஫ҙ
ମԹܭɺԹ౓ܭɺ݂ ѹܭͰਫۜ࢖༻ͷ΋ͷ
͸ผͷାͰʮਫۜʯͱ໌ͯ͠هग़͢͜ͱɻ
-&%͸ʮۚଐ類ʯʹ ग़͍ͯͩ͘͠͞ɻ
ഁଛ͍ͯ͠Δ৔߹͸ʮݥةʯͱ௥͍ͩͯ͘͞͠هɻ

஫ҙ

༗֐ごみ
ి஑ ܭମԹ・؅ޫܬ όοςϦʔ

ԚΕͨ΋ͷɺϏχʔϧඃບͷ
νϥγ͸ʮ೩͑Δ͝Έʯʹ ग़͠
͍ͯͩ͘͞ɻ

஫ҙ

༉΍ృྉͳͲͰԚΕͨ
΋ͷ͸ʮ೩͑Δ͝Έʯʹ
ग़͍ͯͩ͘͠͞ɻ

˞੾Γ։͍ͨΓɺં ΓͨͨΉͳͲ
ఆାʹೖΕͯग़ͯͩ͘͠ࢦͯ͠
͍͞ɻ

஫ҙ

৽ฉ・νラγ
ೕύοΫڇύοΫɾࢴ˔
˞ਫͰ͗͢͢ɺ੾Γ։͍ͯס૩ͯ͠ॏͶͯग़͍ͯͩ͘͠͞ɻ

˞ͨͨΉ͔ંΔͳͲͯ͠ग़͍ͯͩ͘͠͞ɻ

ɾषࢴݹؾʢੴ͚Μɺચࡎɺઢ߳ͷശͳͲʣɺՃ͞޻ΕͨࢴʢϏχʔϧඃບͷ΋ͷɺ༉
ʹɺ૭ϑΟϧϜͷ͍ͭͨ෧౵ͳͲʣ͸ʮ೩͑Δ͝ΈʯࢴɺΧʔϘϯࢴ ग़͍ͯͩ͘͠͞ɻ
ɾ૭෇͖෧౵΍ςΟογϡͷശ͸ɺϏχʔϧΛऔΓআ͍͍ͯͩ͘͞ɻ

˞छ類͝ͱʹࢦఆାʹೖΕͯग़͍ͯͩ͘͠͞ɻʢଞछͱͷࠞೖ͸͠ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞ɻʣ

ॆిࣜͷి஑ʹ͍ͭͯ͸ɺࢢͷແྉճऩ·ͨ͸ɺՈిൢച
ళͳͲͷϦαΠΫϧྗڠళʹग़͍ͯͩ͘͠͞ɻ
ഁଛ͍ͯ͠Δ৔߹͸ʮݥةʯͱ௥͍ͩͯ͘͞͠هɻ

ਫۜ࢖༻ͷి஑͸ผͷାͰʮਫۜʯͱ໌ͯ͠ه
ग़͢͜ͱɻ

஫ɹҙ

ごみ෼ผද 資 源 ෺
༗֐ごみ



プロパン
ガス

ルール違反ごみ

収集も持ち込みもできないもの

●指定されたごみ袋以外で出ている場合
●粗大ごみシールが貼られていない場合
●収集日が違う場合　●分別されていない場合
●集積場所が違う場合　●行政区・氏名が記入されていない場合

※その他、内容を書いてお知らせします。

岩、医療系廃棄物（針など）、FRP強化プラスチック、化学薬品、ガスボンベ
（LPG）、瓦、金庫（耐火金庫）、コンクリート（製品・屑）、砂利・土砂、焼却灰、
スレート、タイヤ、タイル、廃油、農機具類・農業用ビニール・農薬容器、レン
ガ、フロンガス使用の家庭用電化製品、消火器など

※冷媒にガスを使用している機器（除湿機、冷水機など）は発火、爆発の恐れがあるため購入先
もしくは専門業者にご相談ください。

違反ごみが出ている場合、そのごみは収集できません。
ルール違反シールを貼ってお知らせしますので、正しく
分別し直して、シールをはがすか、シールに×印をつけ
て、次回の収集日に出してください。

※指定袋による持ち込みはできませんので、計量による料金が必要です。
※事業所であっても家庭との併用住宅の場合、家庭から出たごみについては、
収集します。

●清掃センターに直接持ち込む場合

●飲食店、商店等からでるごみは、法令に基づき自ら清掃センター
に持ち込むか市の許可業者に処理を委託してください。

●燃 え る も の…10㎏ 150円
●燃えるもの以外…10㎏ 350円

事業所からでるごみ（事業系一般廃棄物）

計量による料金

※分別や出し方については、家庭ごみの出し方に準じます。

（税別）

※購入先や専門の処理業者に処理を依頼してください。

※収集運搬料金が発生します。
　料金については許可業者に直接お問い合わせ

ください。
※許可業者によって対応可能なものが異なります。

収集しないものについては、市が許可した一般廃棄物収集運搬
許可業者に依頼することができます。また、多量のごみが出た場
合や、引越しごみ、自分で運ぶことができない場合も運搬を依頼
できます。
許可業者については玉名市ホームページをご確認いただくか、
環境整備課まで電話にてお問い合わせください。

玉名市ホームページ
一般廃棄物収集

運搬許可業者一覧（　　　　　　）

収集しないものについては市が許可した
一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する
ことができます。

収集しないもの収集しないもの
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4月24日（金）
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1月29日（金）
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9月25日（金）
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3月26日（金）
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●燃  え  る  も  の　10kg 150円
●燃えるもの以外　10kg 350円

計量による料金

直接搬入直接搬入

クリーンパークファイブ 注意

●岱明地区のごみ搬入先

搬入上の注意

ごみの大きさ

受付時間

場　所

クリーンパークファイブ

☎0968－78－4433

玉名郡長洲町大字名石浜42番地1

持ち込み、リサイクル提供品に関する問い合わせ先

●指定ごみ袋、粗大ごみシールを使用して
搬入してください。

●施設内では、誘導員、係員の指示に従い種
類ごとに決められた場所に搬入ください。

●可燃性粗大ごみ 長さ 2.5m  幅 1.0m以内
 高さ 1.5m  厚さ 25cm以内
●不燃性粗大ごみ 長さ 2.5m  幅 1.5m以内
 高さ 1.2m  厚さ 6mm以内

旧5ヶ町清掃施設建設に伴う基本協定に基づき、クリーンパークファイブへの
搬入路が定められています。矢印のルートにより搬入してください。

●平日のみ（月曜～金曜）祝祭日を除く
 8：45～16：00
年末年始の搬入日時については
12月の広報たまなでお知らせします。

（税別）

違法なごみ処理

不法投棄

罰則

　家の周りや海岸で地面に穴を掘っ
たりドラム缶などで、ごみを焼却処理
することは「野焼き」とみなされ、法律
で禁止されています。
　付近への迷惑になるばかりでなく、
有害物質の発生
や火災の原因に
もなりかねませ
ん 。絶 対 に ご み
は自分で燃やし
た り 、捨 て た り
しないようご注
意ください。

　不法投棄とは、みだりに道路・川・
海・山林・田畑などに、廃棄物を捨てる
ことをいい、地
域の景観を損な
うだけでなく自
然環境を破壊し、
私たちの生活環
境にも悪影響を
及ぼします。

ごみの焼却（野焼き）

長洲町総合
スポーツセンター

至
有
明
フ
ェ
リ
ー

至
玉
名国道501号線セブン

イレブン

（株）九州テック

雄健工業（株） （株）上組

（株）LIXIL

名石浜工業団地

有
明
海

クリーンパークファイブ

まだ十分使えるけど、不要になっ
た家具・自転車・衣類・本などがあ
りましたら、クリーンパークファ
イブまで事前にお問い合わせくだ
さい。状態を確認のうえ、引き取ら
せていただきます。（家具・自転車な
どの運搬手段がない場合は、ご連絡
頂ければ引き取りに伺います。）

リ　サ　イ　ク　ル
提 供 品 の お 願 い

ごみの焼却（野焼き）、ごみの
不法投棄：5年以下の拘禁刑
若しくは、1千万円以下の罰金
またはその併科に処せられます。




